
「平成２６年２月の大雪被害における施設園芸の被害要因と対策指針」（（一社）日本施設園芸協会作成）
農林水産省「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版ＢＣＰ（園芸用）」より抜粋

①最新の気象情報、警報、注意報を常にチェックしていますか？ □

②暖房機の燃油残量は十分にありますか？ □

③ブレースや筋交いの留め金具に緩みがないか点検しましたか？ □

④基礎部、接続部分、谷の樋・柱に腐食・サビはありませんか？ □

⑤谷樋や排水路、ハウスの際などの残雪やゴミは取り除きましたか？ □

⑥準備していた中柱をたてるなど応急的な補強はしましたか？ □

⑦作物を栽培していないハウスは被覆資材を外しましたか？ □

⑧被覆材の表面に雪の滑落を妨げるような突出物はありませんか？ □

⑨雪の滑落を妨げる防風ネットや外部遮光資材等が展張されていませんか？ □

⑩収入保険の補償内容を理解するとともに加入していますか？ □

⑪園芸施設共済などの補償内容を理解するとともに加入していますか？ □

ご自身の園芸施設を点検してみましょう

大雪への警戒 が必要です！
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令和７年２月に会津地方を中心とした記録
的な大雪が発生し、雪害による被害棟数は平
年の約８倍となりました。（※）
非常に強い寒気の影響により、短時間で急
激に降り積もる場合もあるので、早めの対策を
して被害に備えましょう。
※福島県における園芸施設共済に加入している園芸用ハウスの
令和７年２月事故による比較。
平年は過去１０年（平成２６年～令和５年）の平均。
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各種申請をインターネット申請サービスで行うことで割引が受けられます！

掛金・賦課金の割引措置があります

施設内の農作物は収入保険への加入がおすすめです

【お問合わせ先】 福島県農業共済組合 本所
ＴＥＬ：024-521-2717

・ほとんどの農産物をカバー

・保険料の２分の１、積立金の４分の３は国が負担

・自然災害、価格低下など様々なリスクに対応

・基準収入の８割以上の収入を補償(最大補償の場合)

・大きな災害発生時は「つなぎ融資」で資金を確保

○ 掛金の２分の１を国が負担します。※一部特約を除きます。

○ パイプ径31.8mm以上のパイプハウス
または所定の補強が施されたパイプ径31.8mm未満のパイプハウス
→掛金15％割引

○ 農業者で構成する集団で加入を申し込み、所定の要件を満たした場合
→掛金５％割引

５人以上10人未満の構成員が一斉加入受付：賦課金10％割引
10人以上の構成員が一斉加入受付：賦課金20％割引

青色申告を実施している方は、施設内で栽培する農作物は収入保険に加入できます。
と、セットで加入することをお勧め

します。

ビニール未被覆期間の被害について

園芸施設共済は1年間の補償です。
被覆していない期間の本体の被害も補償
の対象になります。
大雪により除排雪といった損害防止が追い
付かず、パイプが倒壊・変形した場合、雪が
解けて被害が確認できた時点で損害評価を
行います。

大雪に伴いパイプハウスに被
害が発生した場合は、

被害が確認でき次第、
解体・撤去作業を行う前に
必ずＮＯＳＡＩへご連絡ください。

ハウスに被害を受けた場合は、速やかにＮＯＳＡＩへご連絡ください！！


